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制限付き市有財産一般競争入札（萩殿町２丁目）のながれ 

 

 

令和６年４月９日（火）から令和６年５月３１日（金）まで 
・瀬戸市役所４階政策推進課公共施設マネジメント係で受付します。 

・印鑑（シャチハタ不可）を持参のうえ、制限付き市有財産一般競争入

札参加申込書、法人役員等に関する調書（法人のみ）、委任状（代理

人により入札に参加する場合）、誓約書、入札保証金還付口座振込依

頼書をご記入いただきます。 

・その後、市有財産一般競争入札保証金納付書発行受付票をご記入いた

だき、入札保証金（参考価格の１００分の５以上（円未満切上げ））

を納付するための納付書をお渡しします。 

・担当者不在を避けるため、事前に来庁日時をご連絡いただけると助か

ります。 

 令和６年４月９日（火）から令和６年５月３１日（金）まで 
・上記の納付書にて、入札保証金を納付していただきます。その後、納

入通知書兼領収書の写しを本市に提出していただきます。 

 令和６年６月１４日（金）午前１０時から 

 午前１０時から 

・瀬戸市役所１階１０２会議室で行います。 

・入札時の留意事項をご確認いただき、誤りの無いように記入・押印・

封緘してお持ちください。 

・集合時間をお間違えのないようにご注意願います。（集合時間から遅

れた場合は、入札に参加することができません。） 

 令和６年６月２４日（月）まで 
・落札者の方と売買仮契約書を締結します。 

・仮契約書締結の詳細につきましては、落札後にお伝えいたします。 

 令和６年７月２６日（金）まで 

・土地利用条件を確認できる土地利用計画図等を政策推進課に提出して

ください。計画が土地利用条件に合致するかを確認いたします。 

 ９月定例会最終日 

（令和５年度の場合は令和５年９月２１日） 

・仮契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和５２年条例第１号）第３条に基づき、瀬戸市議会定例会

（９月定例会を予定）に議案上程し、議案議決があった日（令和５年

度の場合は令和５年９月２１日）に、本契約として効力が生じます。

また、これと同時に契約保証金（落札代金の１０％以上）を納付して

いただきます。（契約時に金融機関の領収日付印が押印された納入通

知書兼領収証書を確認いたします。） 

 契約日から３０日以内までに納付していただきます 

・議案議決があった日から本契約として効力が生じるため、本契約に移

行した日から３０日以内に売買代金の全額納付を納付書にてお願いし

ます。納付と同時に売買物件を引渡しします。 

 売買代金納付後速やかに 

・市が所有権移転登記を行います。登記に関する費用（登録免許税等）

については、すべて負担していただきます。（登録免許税については

納付書を作成しますので、期日までに支払いをし、領収書を市に提出

してください。所有権移転登記に必要な資料となります。） 

・登記完了後、登記完了証を受領していただきます。 
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Ⅰ 入札物件  

１ 入札物件の概要 

入札に付す物件は、物件調書（１１ページから）のとおりです。 

  なお、この物件調書は、調査時点（令和６年３月現在）における一般的な調査内容を記載し

たものですので、現時点においては変更されている場合があります。申込みをされる方は、必

ず現地確認や諸規制等（都市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制や各種供給施設（電気・

ガス・上下水道等）の引込み等）の確認を行ってください。また位置図及び各図面等について

も不足や現況と異なる場合があり、表記されている施設等についても、これを特定するもので

はありません。 

２ 現況有姿による引渡し 

⑴ 入札物件には、本物件に存する全ての工作物（フェンス、擁壁、舗装、階段、地中配管等）、

樹木などが含まれます。物件調書と現況との間に差異が生じている場合は、現況を優先し、

契約後の物件の引渡しも現況有姿で行います。引渡し後についても、瀬戸市では、その管理、

撤去、修繕、並びに構造、機能の保証及びこれらに付随する住民対応等は一切行いませんの

で、落札者にて対応してください。 

⑵ 入札物件に越境物がある場合についても現況のままでの引渡しとなります。瀬戸市は越境

物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、必要に応じて、当事者間で話し合いを

してください。契約後に越境関係が判明した場合も同様です。 

なお、越境が目立つもの、明らかに視認できるものは物件調書にも記載しております。（た

だし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。） 

⑶ 現地の境界内や境界付近の工作物等は、所有権移転登記後に落札者が（必要に応じて隣接 

地権者と協議のうえ）処理してください。 

⑷ 入札物件について、種類、品質（産業廃棄物の埋設等含む）、数量に関して内容に適合しな

い状態があることを発見しても、履行の追完請求、売買代金の減免請求、損害賠償の請求又

は契約の解除をすることができないものとします。 

⑸ 建築物を建築する際には、愛知県建築基準条例第８条（がけ附近の建築物）に留意してく

ださい。特に、本物件はこれに該当する可能性が高いため、あらかじめ申込みをされる方が

関係機関に照会するなどし、事前に十分確認してください。なお、西側擁壁を存置し利用す

る場合における安全性の確認及び確保については、落札者の負担及び責任において行うもの

とします。瀬戸市では、これらに関して一切の責任を負いません。 

⑹ 入札物件内に空中架線や電柱・樹木等が設置されている場合、それらの位置変更等の交渉、

手続及び費用負担等は一切行いません。 

⑺ 建ぺい率・容積率等の建築規制は、建築物の構造、道路幅員、一つの敷地が２以上の用途

地域・地区にまたがる等によって変わる場合があります。入札物件を活用する場合には、都

市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制を受けることとなりますので、あらかじめ申込

みをされる方が関係機関に照会するなど行い、十分確認してください。 

⑻ 入札結果については、物件ごとに入札参加者数、落札額及び落札者名を瀬戸市役所ホーム

ページで公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加を申込むことが

できませんので、ご注意ください。 
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３ 現地の確認 

入札保証金を納付する前に、事前に必ず現地を確認してください。実際に現地をご覧になり、 

本案内書に記載のない事項についても申込みをされる方自身で調査の上、現地の状況等を確認

してください。 

Ⅱ 入札参加に当たって  

１ 注意事項  

⑴ 入札に参加を希望される方は、この要領を熟読のうえ、現地の状況、本要領の内容、法令 

に基づく規制、売払条件、契約条件、契約事項等を十分に認識し、全て了解されたうえで申 

込みをしてください。 

⑵ この要領に定めのない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）及び瀬戸市契約規則（昭和４０年規則第１８号）の定めるとこ

ろにより処理します。 

２ 参加資格  

入札に参加できる方は、次のいずれにも該当しない者とします。 

⑴ 不動産の売買契約を締結する能力を有しない者 

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１

項各号に掲げる者 

⑷ 公告日から入札日までの間において、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定

に基づき、入札に参加できないとされた者 

(5) 過去に開発区域の面積が 3,000 ㎡以上の土地の宅地開発実績（予定建築物の用途は専用住

宅に限る。）がない者 

３ 費用について  

  申込みに必要な書類の作成及び提出にかかる費用は、申込みをされる方の負担となります。 

 

Ⅲ 入 札 の 参 加 方 法  

１ 入札保証金の納付  

入札に参加するためには、入札保証金をあらかじめ納付する必要があります。 

⑴ 入札保証金は、参考価格（最低落札価格）の１００分の５以上（円未満切上げ）に相当す

る額を納付していただきます。（入札に参加される方は、瀬戸市役所４階 政策推進課におい

て、納入する入札保証金の額をお申し出ください。入札保証金の納付書を発行いたします。） 

⑵ 入札保証金の納付期間は、令和６年４月９日(火)から令和６年５月３１日(金)までとなりま

すので、ご注意ください。 

⑶ 入札保証金の納付方法 

ア 入札保証金は、市が発行する納付書により、瀬戸市指定金融機関の本・支店窓口で納付

してください。 

イ 入札保証金を納付されますと、金融機関から領収日付印が押された納入通知書兼領収証

書が返されます。これは入札参加申込み手続きの際に必要となり、写しをご提出いただき

ますので、大切に保管してください。 
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２ 入札の申込み手続き  

⑴ 入札申込み手続きの日時及び場所 

日 時 

令和６年４月９日（火）から令和６年５月３１日（金）まで（ただし、土・日

曜日及び祝日は除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

場 所 瀬戸市役所４階 政策推進課公共施設マネジメント係 

⑵ 必要書類等  

ア 入札申込み手続きに必要な書類等は次のとおりです。所定の事項を記入し、押印（シャ

チハタ不可、法人にあっては代表者印）のうえ提出してください。 

① 制限付き市有財産一般競争入札参加申込書 

② 法人役員等に関する調書（法人の場合） 

③ 委任状（代理人により入札に参加する場合。個人の場合入札参加者が本人以外の場合、

法人の場合入札参加者が代表者以外の場合必要） 

④ 誓約書 

⑤ 納入通知書兼領収証書の写し（金融機関の領収日付印が押されたもの） 

⑥ 入札保証金還付口座振込依頼書 

⑦ 開発行為許可通知書及び検査済証の写し（過去の開発区域面積が 3,000 ㎡以上の土地

の宅地開発実績を証するもの） 

イ 申込み手続きに際しては、印鑑（代理人により入札する場合は、代理人の印鑑）をご持

参ください。 

⑶ 留意事項 

提出後の書類の差し替えまたは再提出は認めません。 

 

Ⅳ 入札物件の売払い条件  

  物件の売払い契約に際しては、次の条件を付しますので、あらかじめご承知おきのうえ、入

札に参加してください。 

１ 用途の制限 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事務所

その他これに類するものの用に供することはできません。 

⑵ 物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業の用に供することはできません。 

⑶ 物件を近隣住民との紛争を引き起こす原因となるような用途に使用することはできません。 

２ 土地利用条件 

 ⑴ 売払地については、住宅用地として活用することとします。区域境界は別添公図（写）及

び地積測量図（写）によるものとします。 

 ⑵ 住宅用地における建築物の用途は、建築基準法別表第２(い)第一種低層住居専用地域内に

建築することができる建築物の一～三号（「住宅」、「住宅で事務所、店舗その他これらに類す

る用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの」、「共同住宅、寄宿舎又は下宿」）のものとしま

す。 

⑶ 周辺が低層住宅地であることに鑑み、住宅街区等の建物高さ、道路からの見え方について

は、「瀬戸市景観計画」に準拠すること。 
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⑷ 関係法令（都市計画法、建築基準法、砂防法、道路法等）について、落札者自らの責任で

確認し、関係機関と協議し、遵守することとします。 

⑸ 瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱（以下、「指導要綱」という。）、瀬戸市宅地開発等技術

基準（以下、「技術基準」という。）、瀬戸市消防用水利施設等設置基準（以下、「設置基準」

という。）について、落札者自らの責任で確認し、担当部局と協議し、遵守することとします。

ただし、公園及び防火水槽は本市で整備予定であり、売払地には設置を要しないものとしま

す。 

※指導要綱において、公共施設（道路施設及びその用地、消火栓、排水施設及びその用地な

ど）は、本市に無償提供するものとされているので遵守してください。 

⑹ 別添計画配置図に示すとおり、売払地内の東側及び北側境界に沿って幅員６ｍ以上の道路

を整備することとします。それに伴い、安全対策上必要な措置を公園予定地及び将来活用検

討ゾーンに行うこととします。 

⑺ 砂防法及び砂防指定地内における行為の規制に関する条例等に基づき設置を要する流出調

整池は、別添計画配置図に示す公園予定地及び将来活用検討ゾーン（東側法面部分等を除く）

も行為区域面積とみなして整備することとします。 

⑻ 別添周辺道路整備計画図のとおり、令和６年度から、本市が行う本物件南側の萩殿春雨線

拡幅工事及び愛知県が行う側道整備工事が施工される予定です。本市施工拡幅工事は別添計

画平面図のとおりであり、売却予定地南側を切土法面処理及び樹木伐採を行います。施工時

期によっては売却契約後となる場合があるので、関係部局と調整を図ることとします。また、

各工事内容によって、通行規制や通行止めが発生する場合があるので、その点にも留意して

整備を行うとともに、関係部局と調整を図ってください。 

※これら⑴～⑻の土地利用条件について遵守いただくため、５年間の買戻し特約の登記を行う

ものとします。落札者においては、契約締結後５年以内に、上記土地利用条件に適合した土

地利用を開始してください。売買土地が土地利用条件に適合すると瀬戸市が認めた場合、５

年を待たずしてこの買い戻し特約の登記を抹消することができるものとします。なお、買戻

し特約の登記及びその抹消に係る費用については、落札者及び第三者の負担となります。 

３ 実地調査 

  用途の制限に関し、禁止事項の違反の有無等を確認するために、落札者に対して参考となる

べき資料の提出や、物件を調査させていただく場合があります。 

４ 契約違反の取り扱い 

契約時に付された条件に違反した場合は、契約解除・買戻しや違約金（契約金額の２０％に

相当する額）及び損害賠償を請求する場合があります。 

５ 物件引渡し後の費用負担 

  上下水道・電気・ガス等の引き込みに必要となる費用等、物件の引渡し以後に必要となる一 

切の費用は、落札者の負担となります。 

 

Ⅴ 入札時の留意事項  

１ 入札執行の日時及び場所 

日 時    令和６年６月１４日（金）午前１０時から 

場 所    瀬戸市役所１階 １０２会議室 
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２ 入札書の記載事項 

⑴ 入札書には、入札者の住所、氏名（法人の場合は、名称並びに代表者肩書及び氏名）を記

入のうえ、押印（法人の場合は代表者印）をしてください。 

⑵ 入札金額の記入は算用数字を用い、最初の数字の前に「金」の文字を記入してください。

また、納付された入札保証金の額を下段に記入してください。 

入札金額は参考価格（430,000,000 円）以上としてください。 

３ 入札の方法 

⑴ 入札書を封筒に入れ、封緘した後、封筒に入札者の住所、氏名（法人にあっては名称並び

に代表者肩書及び氏名）を記入し、下記のように押印（個人の場合は認印、法人の場合は代

表者印）し、市の担当者の指示に従い、入札会場で差し出していただくことになります。 

⑵ 提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え又は撤回することはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効となりますのでご注意ください。 

⑴ 制限付き市有財産一般競争入札参加申込書（入札参加者が代理人である場合は、本人の委

任状を添付すること。）及び誓約書を提出していない者のした入札 

⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

⑶ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札若しくは入札保証金が所定

の額に達しない者のした入札 

⑷ 所定の日時までに所定の場所に達しない入札 

⑸ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

⑹ 同一事項の入札に対し２以上の意思表示をした入札 

⑺ 入札書に記名及び押印のない入札 

⑻ 入札書の記載事項が確認できない入札 

⑼ 入札書の入札金額を訂正してある入札又は入札金額を特定し難い入札 

⑽ 入札書を入れた封筒に記名及び押印のない入札 

⑾ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

⑿ 予定価格未満の金額の入札 

５ 開札 

開札は入札参加者の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札場所に同席

しない場合には、入札に関係ない市の職員を立ち合わせて開札します。 

６ 落札者の決定 

落札者は、入札申込み締切り後に決定される市の予定価格以上の最高のものをもって決定し

ます。ただし、落札者となる同価の入札参加者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落

 

㊞
住所         

氏名       ㊞ 

（表） 

瀬戸市長 殿 

令和６年６月１４日開札 

入札物件１ 瀬戸市萩殿町二丁目 

178 番 1 はじめ 2 筆の入札書在中 

（裏） 
㊞㊞

※封筒の様式 
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札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、入札に関係ない市の

職員にくじを引かせます。 

７ 再度入札 

開札の結果、予定価格以上の入札のない場合は、直ちに再度の入札（原則として初回入札と

合わせて３回を限度とする。）を行います。 

 

Ⅵ 入札保証金の還付  

１ 還付する時期 

入札保証金は、落札者以外の入札参加者に対しては入札終了後に還付手続を行います。落札

者となられた方が納付した入札保証金は、契約締結後に還付しますが、本人の申し出により契

約保証金に充当することができます。 

２ 還付金の振込先 

入札保証金の還付はすべて口座振込で行います。振込み先は、申込み時に提出された入札保

証金還付口座振込依頼書で指定された口座以外、一切変更には応じられませんのでご注意くだ

さい。 

３ 還付時までの利息 

入札保証金には、納付した日からその還付を受ける日までの期間に対する利息は付しません。 

 

Ⅶ 契約の締結と物件の引渡し  

１ 売買仮契約の締結及び土地利用計画図の提出 

 ⑴ 売買仮契約の締結期日は、令和６年６月２４日（月）とします。仮契約締結後、土地利用

条件等を確認するため、落札者は令和６年７月２６日（金）までに土地利用計画図を政策推

進課に提出してください。政策推進課が、土地利用用途等に合致するか確認します。なお、

期限までに仮契約を締結されない場合、土地利用計画図が提出されない場合及び提出された

土地利用計画図が土地利用用途等に合致しない場合は、落札は無効となり、入札保証金は市

に帰属することとなりますのでご注意ください。 

 ⑵ 契約書に貼付する収入印紙や所有権移転登記のための登録免許税等の費用は、すべて落札

者の負担となります。 

２ 売買契約の締結 

落札者となられた方は、売買仮契約締結及び土地利用用途の確認後、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和５２年条例第１号）第３条に基づき、瀬戸市

議会９月定例会に議案上程し、議案議決後に売買仮契約を本契約とします。瀬戸市議会９月定

例会議案議決は令和６年９月下旬（瀬戸市議会９月定例会最終日、令和５年度の場合令和５年

９月２１日）を予定しています。議会の議決が得られないときは、売買仮契約は無効となり、

瀬戸市は損害賠償の責を負いません。 

３ 売買代金の納付 

売買代金は、２の売買契約の締結と同時に契約保証金として売買代金の１００分の１０以上

の金額を納付し、残額については売買契約締結日から３０日以内までに納付書にて全額納付し

ていただきます。 

なお、契約保証金は、売買代金納入時に売買代金に充当するものとし、売買代金が納付され
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ないときや、契約が解除となったときは、市が取得します。 

４ 所有権の移転及び物件の引渡し 

  売買代金を全額納付されたときに所有権が移転するものとします。また、同時に物件の引渡

しがあったものとします。 

５ 所有権移転登記 

⑴ 物件の引渡し後、落札者の請求により、市が所有権移転登記の嘱託手続きを行います。ま

た、これと同時に、土地利用条件について遵守いただくため、５年間の買戻し特約の登記を

行うものとします。なお、この買い戻し特約の登記は、売買土地が土地利用条件に合致する

と瀬戸市が認めた場合、５年を待たずしてこの登記を抹消することができるものとします。

（買戻し特約の登記及び抹消費用は落札者及び第三者の負担とします。） 

⑵ 土地の分筆、地図（法務局の公図）訂正、地積更生等は必要に応じて所有権移転登記後 

に落札者が行ってください。 

⑶ 所有権移転登記に必要となる登録免許税及び住民票（法人の場合は法人登記簿謄本）など

は、すべて落札者の負担となります。 
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 附属資料  

 

 参 考  

地方自治法施行令（抄） 

 （一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに

該当する者を参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して

不正の行為をしたとき。 

 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合したとき。 

 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

 四 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと

き。 

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過

大な額で行ったとき。 

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
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※公園及び防火水槽は、本市で整備予定であり、売払地には、瀬戸市宅地開発等に

幅員6m以上の道路を落札者で整備する部分

※砂防法等に基づき設置を要する流出調整池は、公園予定地及び将来活用検討ゾーン

（東側法面部分等を除く）も行為区域面積とみなして、落札者で整備すること。

　 関する指導要綱等に基づく公園及び防火水槽の設置を要しない。

※西側擁壁を存置し利用する場合における安全性の確認及び確保については、落札者

の負担及び責任において行うこと。
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土
地 

所 在 瀬戸市萩殿町２丁目１７８番１、１７８番２（合計２筆） 

面 積 公簿 １８，６５５．４７㎡ 実測 １８，６５５．４７㎡ 

地 目 現況 宅地 公簿 宅地 

接 道 状 況 西側の幅員約８ｍの市道に接面 

参 考 価 格 金４３０，０００，０００円（２３，０００円/㎡） 

法
規
制
等 

用 途 地 域 第一種住居地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

そ の 他 

・市街化区域、第 1 種住居地域、防火指定なし（建築基準法第２２条区域）、

宅地造成等規制区域内、都市計画施設外、建築協定外、地区計画外、景

観計画区域内（せと・街なか景観ゾーン）、立地適正化計画内（居住誘

導区域） 

・物件南側において、市道萩殿春雨線拡幅工事を予定しています。 

・鉱業権が設定されている場合、埋蔵されている鉱物は鉱業権者の所有物

となります。行為により鉱物が採掘された場合は、鉱業権者との調整が

必要となります。鉱業権の有無及び詳細は中部経済産業局鉱業課へお問

い合わせください。 

・騒音・振動指定地域、悪臭規制地域です。 

・廃棄物が地下にある土地の区域指定については、愛知県が行っています。

尾張県民事務所廃棄物対策課へお問い合わせください。 

・排水先は道路側溝です。 

・砂防指定区域内のため、詳細は尾張建設事務所へ確認が必要です。 

・土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所には該当

しません 

・占用許可申請が必要かどうかは事業内容によりますので、事業を実施す

る前に担当部署へご相談ください。 

・市道への乗入工事を行う場合は、承認工事の手続きを行ってください。 

・現在のところ区域に埋蔵文化財は確認されていません。工事中新たに埋

蔵文化財を発見した場合、瀬戸市文化課文化財係と協議してください。 

・「森林計画区域」のため、森林の伐採を行う場合は、伐採届の提出が必

要です。行為場所が保安林の場合は瀬戸市ではなく愛知県尾張農林水産

事務所林務課への許可申請または届出が必要です。 

供
給
施
設 

上 水 道 引込管あり。市道に本管あり。 

下 水 道 下水道区域外。 

都 市 ガ ス 都市ガス供給区域。西側道路にφ100mm 

交
通 

鉄 道 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 約１,２００ｍ 

公
共
施
設 

市 役 所 瀬戸市役所 約２,６００ｍ 

小 学 校 にじの丘小学校 約１,１００ｍ 

中 学 校 にじの丘中学校 約１,１００ｍ 

備
考 

※ この調書は、調査時点における一般的な調査内容を記載したもので、現時点で
変更されている場合があります。詳細については、入札参加者でご確認くださ
い。また、この調書と現況との間に差異が生じている場合、現況を優先します。 

※ 本物件は、埋設物等に関する事前の調査は行っておりません。 
※ 交通、公共施設との距離は、あくまで目安です。 
※ 参考価格は固定資産税評価額と異なります。（課税等は現況課税となります。） 

物件調書 



 

 

位 置 図 
（※図中にある校舎等の建物は解体済みです） 
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地積測量図（写し）1/4 

 



 

 

 

地積測量図（写し）2/4 
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土 地 売 買 仮 契 約 書（案） 

 売渡人 瀬戸市 を甲とし、買受人   を乙として、甲乙の間において次の条項により、土

地売買仮契約を締結する。 

 なお、この契約は仮契約であり、地方自治法第９６条第１項第８号の規定に基づき、瀬戸市

議会の議決がなされたときに、仮契約の内容をもって、譲渡契約（以下「本契約」という。）と

する。また、その場合においても、別の契約書は作成せず、この契約書をもって本契約とする。

ただし、議会の議決が得られないときは、この契約は無効となり、甲は損害賠償の責を負わな

い。 

 

 （契約の目的） 

第１条 甲は、甲の所有に係る次に記載する土地（以下「売買土地」という。）を現況のまま次

条に定める売買代金で乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 
 

所    在    地 
公 簿 表 示 実 測 表 示 

地 目 地積 ㎡ 地 目 地積 ㎡ 

瀬戸市萩殿町２丁目１７８番１ 宅地 １７，６５２.４０ 宅地 １７，６５２.４０ 

瀬戸市萩殿町２丁目１７８番２ 宅地 １，００３.０７ 宅地 １，００３.０７ 

 

 （売買代金） 

第２条 売買代金は、金    円とする。 

 （土地利用条件の順守義務） 

第３条 乙は、「令和６年度制限付き市有財産一般競争入札参加要領（萩殿町２丁目）」に定め

る土地利用条件を順守しなければならない。 

２ 乙は、本契約日から５年以内に、売買土地を前項の土地利用条件に適合した利用に供さな

ければならない。 

 （売買土地の承諾事項） 

第４条 乙は、「令和６年度制限付き市有財産一般競争入札参加要領（萩殿町２丁目）」を熟読

し、この内容を承諾しなければならない。 

２ 乙は、甲の指定する期日までに、「令和６年度制限付き市有財産一般競争入札参加要領（萩

殿町２丁目）」に適合した土地利用計画図を甲に提出しなければならない。 

 （実地調査等） 

第５条 甲は、第３条に定める土地利用条件に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、

売買土地を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買土地の利用状況等を直ちに甲に報告しなければなら

ない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若し

くは資料の提出を怠ってはならない。 

 （違約金） 

第６条 乙は、第３条に定める土地利用条件に違反したときは、契約金額の１０分の２に相当

する額を、違約金として甲に対し支払わなければならない。 

２ 乙は、前条第３項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告

 

 

若しくは資料の提出を怠ったときは、契約金額の１０分の２に相当する額を、違約金として

甲に対し支払わなければならない。 

３ 前２項の違約金は、第１６条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその一部と解

釈しない。 

 （契約保証金） 

第７条 乙は、本契約と同時に、契約保証金として金  円を甲の発行する納入通知書により、

甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第１６条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売買代金に

充当する。 

４ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

（売買代金の納入） 

第８条 売買代金の納入期限は、瀬戸市議会の議決があった日から３０日以内とする。 

２ 乙は、前項の納入期限までに、売買代金から乙が既に納付した契約保証金を除いた金額金 

    円を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納付しなければならな

い。 

３ 乙が前項に規定する義務を履行しないときは、前条第 1 項に定める契約保証金は、甲に帰

属する。 

 （所有権の移転及び登記） 

第９条 売買土地の所有権は、乙が売買代金の納付を完了したときに、甲から乙に移転する。 

２ 乙は、前項の規定により所有権が移転した後、甲に対して所有権移転の登記に必要な書類

を提出し、甲は、乙の請求により速やかに所轄法務局に対して所有権移転登記を嘱託する。 

３ 前項の所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

 （買戻しの特約） 

第１０条 甲は、乙が第３条の規定に違反したときは、売買土地を買戻しすることができる。 

２ 前項の定めにより、甲が売買土地の買戻しを行ったことで、乙又は第三者に損害が生じて

も、甲はその責任を負わない。 

３ 甲及び乙は、所有権の移転登記と同時に、第１項に定める買戻し特約の登記を行うものと

する。 

４ 前項の買戻しができる期間は本契約日から５年間とする。 

５ 甲は、本契約日から５年を経過した後、乙又は第三者からの依頼に基づき、この登記を抹

消することができる。ただし、売買土地が第３条に定める土地利用条件に適合する利用がな

されることが確実であると甲が認めた場合、甲は、本契約日から５年以内にこの登記を抹消

することができる。なお、抹消登記に係る費用については、乙又は第三者の負担とする。 

 （売買土地の引渡し） 

第１１条 売買土地の甲から乙への引き渡しは、第９条の所有権の移転と同時に、現況のまま

行う。 

 （危険負担） 

第１２条 乙は、本契約締結後、前条に定める売買土地の引渡しまでの間において、売買土地

が甲又は乙のいずれの責めにも帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合

は、甲に対して、売買代金の減免又は契約の解除を請求することができない。 

 （契約不適合責任） 

第１３条 乙は、この契約締結後、売買土地に種類、品質（産業廃棄物の埋設等含む）、数量に

関してこの契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、甲に対して、履行の追完



 

 

請求、売買代金の減免請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

２ 乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に定める消費者に該当する場

合には、前項の規定にかかわらず、履行の追完請求、売買代金の減免請求をすることができ

る。ただし、売買代金を超える履行の追完請求をすることはできない。 

３ 前項の請求は、売買土地の引渡しの日から２年以内に甲に通知した場合に限り行うことが

できる。 

 （契約の解除及び売買土地の明け渡し） 

第１４条 甲は、乙が本契約に違反したときは、いつでも本契約を解除することができ、乙が、

甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償するものとする。この場合、乙は自己の費

用をもって売買土地に存する建物、その他乙が付属させた物を収去し、売買土地を原状に復

して甲に返還するものとする。さらに、甲に損害が発生した場合は、甲が被った損害のうち

合理的な範囲を乙は賠償するものとする。ただし、甲が売買土地を原状に回復させることが

適当でないと認めたときは、現況のまま返還することができる。 

２ 乙は前項により契約を解除された場合において、売買土地を甲に返還するときは、当該物

件に支出した必要費、有益費及びその他一切の費用は、これを甲に請求することができない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、乙の費用及び責任において、譲渡物件の所有権移転登記の申請を行い、当該登記手続

完了後速やかに、譲渡物件に係る登記事項証明書を甲に提出しなければならない。 

 （売買代金の返還等） 

第１５条 甲は、本契約を解除したときは、既納の売買代金を乙に返還する。この場合、返還

する売買代金には、利息を付さない。 

 （損害賠償） 

第１６条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、乙に返還す

べき売買代金の額から当該損害額を控除して返還し、又は乙に対してその損害の賠償を請求

することができる。 

 （契約に関する紛争の解決） 

第１７条 本契約の内容又は契約の履行に関し、関係者から異議の申し出があったときは、乙

は責任をもって解決するものとする。 

 （費用の負担） 

第１８条 本契約の締結に要する費用及び売買土地引き渡し後公租公課は、乙の負担とする。 

 （信義誠実の義務） 

第１９条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（専属的合意管轄裁判所） 

第２０条 本契約に関する一切の訴訟は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 

 （疑義の決定） 

第２１条 本契約に疑義が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲乙協

議して定めるものとする。 

 

 

 

 本契約の締結の証として、契約書２通を作成して、甲乙記名（個人の場合は署名とする。）押

印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

 

 令和  年  月  日 

甲  瀬戸市追分町６４番地の１ 

                  瀬 戸 市 

                  瀬戸市長  川 本 雅 之 

 

乙                                 

 

 

 

 

 



 

第 1号様式（第２条関係） 

制限付き市有財産一般競争入札参加申込書 

 

令和   年   月   日 

 

瀬戸市長 川 本 雅 之 殿 

 

 

 住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名                  印 

電話番号 

 

 令和６年６月１４日執行の市有財産の一般競争入札に参加したいので、物件の状況、一般

競争入札参加要領及び契約条項を承知のうえ、関係書類を添えて申し込みます。 

 また、入札結果の公表についても同意します。 

 

記 

 

 入札参加物件番号 １  

 

 所 在        公 簿 表 示       実 測       

市 町 名      地 番    地目 地積 ㎡ 地目 地積 ㎡ 

土地 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 1 宅地 17,652.40 宅地 17,652.40 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 2 宅地 1,003.07 宅地 1,003.07 

 

（注）申込人が代理人である場合は、委任状を添付してください。 



 

第１号様式その２ 

法人役員等に関する調書 

商号又は名称 
 

所 在 地 
 

役 職 名 氏 名
フ リ ガ ナ

 生年月日 性別 住 所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（注１）法人の役員（監査役・監事等を含む。）をすべて記載すること。 

（注２）この調書に記載のある者は、瀬戸警察署への個人情報照会に同意したものとする。 



 

第２号様式（第２条関係） 

委 任 状              

 

代理人 住 所    

    氏 名    

 

 私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

 次の市有財産の一般競争入札に関する一切の権限 

 

 

 入札参加物件番号 １  

 

 所 在        公 簿 表 示       実 測       

市 町 名      地 番    地目 地積 ㎡ 地目 地積 ㎡ 

土地 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 1 宅地 17,652.40 宅地 17,652.40 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 2 宅地 1,003.07 宅地 1,003.07 

 

令和   年   月   日 

 

瀬戸市長 川 本 雅 之 殿 

 

委任者 住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名                  印 

電話番号 

 



第３号様式（第２条関係） 

誓 約 書              

 

 

下記事項について、誓約します。 

 

 

記 

 

１ 私は、次に掲げる者には該当しておりません。 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者（代表者及び役員等も含め、瀬戸警察署への情報照会についても

同意します。） 

(4) 公告日から入札日までの間において、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に

該当する者 

２ 土地の使用に際して、土地の所有権移転から５年の間、「令和６年度制限付き市有財産

一般競争入札参加要領（萩殿町２丁目）」に定める土地利用条件を遵守します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 瀬戸市長 川 本 雅 之 殿 

 

 

 

 住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名                  印 

 



第４号様式（第２条関係） 

入札保証金還付口座振込依頼書 

 

令和   年   月   日 

 

瀬戸市長 川 本 雅 之 殿 

 

 住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名                  印 

電話番号 

 

 

 私が納付した令和６年６月１４日執行の市有財産（土地）一般競争入札に係わる入札保証

金が還付される場合は、私名義の下記金融機関の口座に振込んでいただくよう依頼します。 

 なお、私が落札者となった場合の入札保証金の取扱いについては、別途市の指示に従いま

す。 

 

 

記 

 

金

融

機

関

 
 

 
 

 
 

 

                銀行 

                金庫 

                信組 

                農協 

 

         店 

 

当 座・普 通 第               番 

フリガナ  

名 義 人      

 

 

 



第５号様式（第４条関係） 

入 札 書              

 

令和   年   月   日 

 

瀬戸市長 川 本 雅 之 殿 

 

入札者 住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名                  印 

 

  下記の金額をもって入札します。 

 

記 

 

入 札 金 額      

拾

億 
億 

千

万 

百

万 

拾

万 
万 千 百 拾 円 

          

入 札 保 証 金 額                    

※入札保証金は、参考価格の100分の5以上に相当する額（円未満切上げ）が必要です。 

 

 入札参加物件番号 １  

 

 所 在        公 簿 表 示       実 測       

市 町 名      地 番    地目 地積 ㎡ 地目 地積 ㎡ 

土地 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 1 宅地 17,652.40 宅地 17,652.40 

瀬戸市 萩殿町2丁目 178番 2 宅地 1,003.07 宅地 1,003.07 

 

（注） 金額の数字は算用数字を用い冒頭に金の文字を記入してください。 


